定款変更案

特定非営利活動法人ＳＣＣ

　

　  第２章　目的及び事業　

（事業）

第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
　(1) 特定非営利活動に係る事業 
1 豊かなスポーツライフの支援事業

2 スポーツ指導者の派遣事業

↓

第５条　この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
　(1) 特定非営利活動に係る事業 
1 豊かなスポーツライフの支援事業

2 スポーツ指導者の派遣事業

3 スポーツイベント開催事業

4 スポーツ啓発事業

　　　第３章　会員　

（会員の資格の喪失） 
第９条　会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
　(1) 退会届の提出をしたとき。 
　(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
　(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。 
　(4) 除名されたとき。

↓

　(３)継続して半年以上会費を滞納したとき。

　　　第４章　役員及び職員 
　（種別及び定数） 
第13条 この法人に次の役員を置く。 
　(1) 理　事　４人 
　(2) 監　事　１人 

２　理事のうち、１人を理事長とする。

↓

第13条 この法人に次の役員を置く。 
　(1) 理　事　４人以上１０人以下 
　(2) 監　事　１人 

２　理事のうち、１人を理事長とする。

　　　第８章　資産及び会計
　（予算の追加及び更正） 
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

↓

第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

　　　附　則

　(1) 入会金　正会員なし　活動会員１０００円　協賛会員なし 
　(2) 月会費　正会員なし　活動会員３０００円　協賛会員（法人１００００円・個人１０００円）

但し、活動会員の会費において、同一家族である場合３人目からは無料とする。 
また、活動会員においては、理事長が定めるスポーツ障害保険に加入すること。

↓

　(2) 月会費　正会員なし　活動会員３０００円　協賛会員（法人５００００円・個人５０００円）

